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第２回神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校 

開校推進協議会 議事要録 

 

● 日時・場所・参加者 

（１）日時：平成２９年８月８日（火）午後７時００分～午後８時３７分 

 

（２）場所：神谷ふれあい館第１ホール 

 

（３）出席者：協議会委員３２人  傍聴人：１７人 

 

 

１ 座長挨拶 

 

２ 神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校「全体構想」について 

（１）推進体制及びスケジュールについて 

 野尻教育政策課長から説明があり質疑が行われた。 

   （説明及び質疑応答の内容は、次ページを参照） 

 

（２）教育内容について 

 山崎教育指導課長から説明があり質疑が行われた。 

   （説明及び質疑応答の内容は、次ページを参照） 

 

（３）学校経営について 

 野尻教育政策課長から説明があり質疑が行われた。 

   （説明及び質疑応答の内容は、次ページを参照） 

 

（４）学校施設の概要について 

 鈴木学校改築施設管理課長から説明があり質疑が行われた。 

   （説明及び質疑応答の内容は、次ページを参照） 

 

３ その他 

 

 

●説明及び質疑応答 

 

事 務 局 

 

 

 

資料１０については、７月１５日に開会した第１回小中一貫校開校推進

協議会の地域住民向け報告会での質疑要旨でございます。ここで、幾つか

内容を紹介させていただきます。まず、校舎配置案について、もっともっ

とほかの案があるのではないか。北運動場の場所に小中一貫校をつくれな
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いか。どのようにコストを検討してケース３になったのかなどのご質問が

ありました。また、子どものことに関して、子どもにとってのメリットを

検証すべき、子どもの教育環境が大事、子どもの通学距離や事故のことも

考えるべきなどのご意見がありました。 

  

それでは、次第をごらんください。前回、全体構想の協議項目として

８項目示されましたが、今回はその前半部分、主に教育関係のところに

ついてご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。それでは、最初の次第の２から入らせていただきます。神谷中サブ

ファミリー施設一体型小中一貫校全体構想の中の（１）推進体制及びス

ケジュールについて、事務局から最初説明をお願いします。 

  

２  神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校「全体構想」について

（１）推進体制及びスケジュールについて 説明 

 

事務局でございます。それでは、（１）推進体制及びスケジュールに

ついて、ご説明をさせていただきます。大変恐縮でございますが、着座

してご説明をさせていただきます。 

初めに、資料４、施設一体型小中一貫校の位置づけをごらんください。

前回の第１回開校推進協議会の北区立施設一体型小中一貫校設置基本方

針の説明でも触れましたが、北区では、平成２４年度から全公立小・中

学校でサブファミリーを基盤とした小中一貫教育を実施してまいりまし

た。これは小学校と中学校が離れていることを前提とした小中一貫教育

となりますが、その目的は、資料の丸で囲んだ中１ギャップの解消の隣

の枠にお示しのとおり、大きく３つあります。 

１つ目が、中１ギャップなど生徒指導上の成果を上げることです。中１ギ

ャップとは、右の大きな枠にまとめてありますが、児童が小学校から中学

校に進学する際に新しい環境での学習や生活へうまく適応できず、不登校

等につながっている事態を言います。その原因としては、学習指導面や生

徒指導面としてお示しのことが考えられています。左の枠に戻りまして、

２つ目が学習指導の成果の向上、いわゆる学力を上げることです。そし

て、３つ目が９年間を通して児童生徒を育てるという教職員の意識改革で

す。前期課程の小学校から後期課程の中学校まで、教職員が一体となって

児童生徒の学習面や生活指導を見守ります。 

次に、これまでの学校ファミリーを基盤とした小中一貫教育の主な成果と

課題を枠の中にお示ししています。これは北区の教職員のアンケート結果

でございます。主な成果ですが、中学校への進学に不安を覚える児童の減

少、中１ギャップの緩和、学習及び生活の規律の定着、生徒指導等の取り

組みの充実などです。一方で、主な課題としては、小・中教職員間の打ち

合わせ時間の確保や教職員の負担感及び多忙感の増加が上げられていま

す。 

これらの成果のさらなる向上と課題の解決に向けて、施設一体型小中一

貫校が果たす役割を見据えて、設置をすることといたしました。具体的

には、一番下の枠をごらんください。役割として期待することは大きく

３つあります。 

１つ目は、義務教育９年間を一貫した教育目標と教育環境のもとで、児



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座 長 

 

童生徒の発達段階に応じた切れ目のない学習指導と生活指導を実施する

ことで、小・中の教員が一体となって行います。２つ目は、施設一体型

の利点を生かし、新たな取り組みのチャレンジにより教育内容の充実を

図ることです。そして、３つ目は、得られた成果を他のサブファミリー

に活用することです。施設一体型小中一貫校は、他のサブファミリーの

パイロット校として位置づけ、そこで得られた事業改善等を他のサブフ

ァミリーに生かしてまいります。 

施設一体型小中一貫校は、そこで学ぶ子どもたちの学力、体力、思いや

りの心、いわゆる知・徳・体のバランスのとれた児童生徒を育みます。

それがひいては北区の全ての子どもたちを育むことにつながる、他のサ

ブファミリーの牽引役となることを期待して設置をするものです。 

それでは、次に、資料５をごらんください。推進体制及びスケジュール

についてご説明させていただきます。（１）施設一体型小中一貫校開校

に向けて設置する検討組織をごらんください。今年度、開校推進協議会

で協議されたことや出された意見を踏まえて、全体構想を策定いたしま

す。その全体構想を踏まえて、来年度から矢印でお示しの３つの検討組

織を設置して、それぞれ開校に向けての具体的な検討を開始いたしま

す。 

１つ目の組織が学校経営に関することを検討する組織、学校経営検討委

員会です。この組織の矢印の右側、（２）検討組織の所掌事項、桃色の

枠をごらんください。主な検討事項ですが、校名、校歌、校章等に関す

ること、教職員体制に関すること、ＰＴＡ指導に関すること等以下お示

しの内容となります。その右の委員構成ですが、町会・自治会代表、青

少年地区委員会代表など、以下お示しのとおりの方々を予定していま

す。 

２つ目の検討組織が教育内容に関する検討組織、カリキュラム検討委員

会です。この組織の所掌事項ですが、右の検討組織の所掌事項、緑色の

枠をごらんください。学年段階の区切りや教科担任制など教育システム

に関すること、カリキュラムに関することなど、以下お示しのとおりの

内容を検討します。委員構成でございますが、小・中学校校長会等の教

育の専門家で構成されます。 

そして、３つ目の検討組織が施設に関する検討組織、新築基本計画等検

討委員会になります。この組織の所掌事項、水色の枠でございますが、

新築基本計画、基本設計及び実施設計等に関することで、委員構成は区

職員、ワークショップについては地域住民、ＰＴＡ、学校職員等となり

ます。 

左下、（３）の各検討組織における検討スケジュールをごらんくださ

い。それぞれの検討委員会のスケジュールはお示しのとおりとなります

が、年度につきましてはあくまで現時点での予定となります。今後、順

調に進めば、最短でこのスケジュールで開校できるという予定となって

おります。 

以上、推進体制及びスケジュールについてのご説明とさせていただきま

す。 

 

それでは、ただいまご説明いただきました件について、ご意見等ござ

いましたらご自由にご発言いただきたいと思います。この位置づけと、
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それから推進体制及びスケジュールについてという、このあたりはいか

がでしょうか。お願いします。 

 

前回の６月２９日の件も踏まえて、今お話あった件を踏まえて、今後の

我々委員の役割の意味を、確認の意味で教えてほしいんですけれども、前

回、意見が出て、委員の意見等を受けて区のほうは真摯に受けとめるとい

うように答弁されておりまして、今、７月１５日の住民説明の会議録の資

料１０の最後には、真摯に受けとめ対応するとあるんですけども、真摯に

受けとめて我々の意見を検討の上、反映されるかどうか。例えば、体育館

の件とか、学年段階の区割りで今、６・３制が基本とありますけど、その

辺が検討の結果、変更もあり得るのかどうか、その辺をちょっと確認させ

ていただきたいと思います。 

 

今、委員からご質問がございましたが、検討の状況に応じまして柔軟に

対応はさせていただきたいというふうに考えているところでございます。

 

たびたびすみません、柔軟に対応というのは、変更もあり得るというこ

と理解してよろしいですか。 

 

場合によりましては変更もあり得るというふうに考えております。 

 

位置づけのところでご説明いただいたところをちょっと中心にお話し

させていただきますけれども、小中一貫教育では足らずに、この小中一

貫校、施設一体型の小中一貫校にするっていうところに、小中一貫教育

でもメリットが出せているものがたくさんあると思っていて、それをあ

えて一貫校にするっていうところにどういう目的があるのかなっていう

のがちょっといまいち、私の不勉強なところもたくさんあるんですけれ

ども、いまいち腹に落ちていないというか、そういうところがございま

す。 

確かにここに中１ギャップの解消だとかっていいことが書いてあるんで

すけれども、子どもたちにとってよくなるんであれば、それはすごくそ

れでいいと思ってるんですけども、デメリットもきっとあるはずで、そ

れが今ここには余り書かれていないと思うんですね。例えば、やっぱり

小学生と中学生一緒になると、どうしても中学生中心の動きに学校全体

がなってしまうんじゃないかとか、グラウンドが１つでは、小学生と中

学生一緒では危ないんじゃないかとか、今、小学校で６年生が発揮して

るリーダーシップが一貫校になると発揮しづらくなってしまうんじゃな

いかとか、ちょっとそういった不安があると思うんですよ。そういうの

をどういった形で解消していけるかなっていうのがちょっと、こういう

場でそういうのが解消していければいいなというふうに思っておりま

す。 

 

今いただいたご質問につきまして、後ほど教育内容についてというと

ころでご説明するところと重複してきますので、後ほどご回答させてい

ただければというように思います。よろしいでしょうか。 
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後で教育内容についての説明がありますので、じゃあ、そのときに回答

していただくってことにしましょう。 

 

ちょっと議事の進め方にも関係するんですが、一番、資料１０にある

内容は私が第１回目の説明会のときに出された内容と変わらないんです

よね。こういう問題があるまま、中身を検討するのはいいんですけど、

この問題を放置してそのまま前に進むのはどうかなと。きちっとこの問

題をある程度解決のめどがつくか解決した上で前に進まないと、後でど

んでん返しを食らわないようにしなきゃいけないんじゃないかと思うん

ですけども、いかがでしょうか。 

それと、あとこの資料なんですけども、あたかももう決まってるような

内容が書かれているんですけど、もっともっと広い視野に立って、例え

ば、外国に数人で行っていろんなところを視察してきて中身を考えると

か、国がこう決めてるからそうしなきゃいけないとかっていうこともあ

ることはあるでしょうけど、もっと広い視野に立って考えてほしいな

と。例えば、敷地面積、床面積等は想定される生徒の数の１人当たり何

平方メートルとか、それは国の決まりはあるでしょうけど、そんなもん

でいいのかとか、もっと広い視野に立って考えていただきたい。その上

でいろんな中身を検討していただきたいなと思いますね。以上です。 

 

今、大変根本的な問題で、多分きょうは資料の準備の都合、ちょっとそ

この部分を最初にご説明っていうか協議するって実質的には難しいと思う

んですが、どうですか、事務局、そのあたりは。 

 

今、委員からご説明がありましたように、いわゆる地域の方々との説

明会につきましても実施をさせていただいてるところです。 

やはり、ご心配なさってることは、どういった学校が、建物が建つのかと

いうことだと思っております、一番大きなところはですね。その辺につき

ましては、今後、この開校推進協議会、３回目、４回目のところでどこか

でおおよその学校の建物について、具体的にイメージが湧くような形でお

示しをしていきたいというふうに考えております。今現状ですと、なかな

かそこまでお示しできていませんので、余計不安を感じていらっしゃるの

かなというように思っておりますので、なるべく具体的にわかるようなイ

メージの校舎の形等、それを３回目、４回目の推進協議会いずれかでお示

ししていきたいというふうに思っております。 

また、もう１点ご意見をいただきました、いわゆるよその子どもたちの

教育環境を考えたときに、ほかのところを視察というようなお話でござ

いました。今後、この推進協議会の中でも先進的に取り組んでいる近隣

の自治体への視察については考えていきたいというふうに思っておりま

す。以上です。 

 

よろしいですか。根本的な問題提起なので、今の回答でご納得された

とは思いませんが、今回は内容についてお諮りするっていうことで事前

に資料もお配りしていますので、ちょっと今回はそのように進めさせて

いただいて、また次回、この資料の１０にかかわる内容が出てまいりま

すので、そのときに、特に学校施設の配置についてですね、というのを
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次回の協議事項に入っていますので、今回はこの資料に基づいて進めさ

せていただければと思いますが、よろしいでしょうかね。ちょっとほか

に進めようがないと思いますので、申しわけありませんけども、そのよ

うに進めさせていただきたいと思います。 

とりあえずこのスケジュール等についてはよろしいですか。 

続いて、教育内容のところに入らせていただきたいと思いますので、続

きまして、次第の２の（２）教育内容についてに移りたいと思います。

初めに、事務局から説明をお願いいたします。 

 

２  神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校「全体構想」について

（２）教育内容ついて 説明 

 

事務局でございます。それでは、資料の６をごらんください。教育内容

について、それと一部、次の学校経営にかかわる部分もございますので、

そちらについても一部含ませてご説明させていただきたいと思います。失

礼させていただいて、着座にてご説明させていただきます。 

まず最初に、白抜き数字の１番の部分ですね。こちらは先ほどの事務局

からの説明と重なる部分もございますが、小中一貫教育の推進に期待さ

れる効果ということで、９年間を通した切れ目のない一貫した指導、小

学校、それから中学校、それぞれ前期課程、後期課程と位置づけており

ますけれども、それぞれ一貫した教育課程を見まして、それに基づいた

指導を小学校１年生から中学校３年生まで行うということで、児童生徒

側の子どもたち側からの効果としましては、中学校への進学の不安解消

といわゆる中１ギャップの緩和、それから教員側ですね、指導者側から

の効果としましては、小・中学校の教職員で協力して指導に当たる意識

が高まるですとか、教員間で互いのよさを取り入れる意識が高まる、実

際その高まった意識を子どもたちの指導に発揮して、教育が行えるとい

うよさがございます。 

それから、小・中学校共通で実践する取り組みがふえるということで、

具体的には真ん中の白い矢印の右側へ行ったところなんですが、主に学

習指導と生活指導で、まず、学力の部分について、北区では基礎基本の

定着度調査というものを小学校、中学校各学校で実施しておりますが、

なかなか教科によっては課題の見られる部分もございますので、そちら

の課題をしっかりと小学校、中学校、それぞれで捉えて、一貫した学習

指導を行うことでその課題を解消していけるというよさがございます。 

それから、同じく児童生徒の学習意欲の向上にもつながります。それか

ら、中学校の専門性ですね。教科担任制、中学校はとっておりますの

で、一人一人の教員の専門性を生かした指導ですとか、あと小学校の、

こちらのほうは小学校は全科ということで、学級担任として日ごろから

子どもにかかわる、きめ細かな指導技術が、それぞれのよさがあります

ので、それをお互いに生かした指導ができると。 

それから、生活指導面につきましても子どもたちの情報をしっかりと同

じ教師集団が共有をしてかかわっていきますので、いじめの未然防止、

不登校、暴力行為の減少に向けて取り組みが同じ姿勢でできる。それか

ら、規範意識の向上にもつなげていきたいというところがございます。 

それから、白抜き数字の２番、学年段階の区切り、先ほどもお話に少し
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出ておりましたが、６・３制を基本とするということで、こちらのほう

は６・３制につきましてはどんなよさがあるのかということ、転出入に

柔軟に対応が可能であると。ほかのサブファミリーの学校は当然小学校

と中学校とそれぞれあるわけですので、小学校を卒業してから中学校に

入る段階でこちらの神谷中サブファミリーのところというところに転入

してきたときに入りやすいということがあります。対応がしやすいとい

うことです。 

それから、他のサブファミリーが小学校６年生と中学校３年生の体制を

とっておりますので、そちらとの連携がとりやすい。先ほどパイロット

校の役割というお話がありましたが、そういった意味でもほかのサブフ

ァミリーにこの神谷中サブファミリーの小中一貫校のいろいろの教育内

容のよさが反映できるというところも６・３制を基本にしたいという理

由の一つにもなっております。 

それから、小学校５、６年生は中学校と同様の５０分授業を行いたいと

いうふうに考えておりまして、これは後ほど教科担任制カリキュラムに

ついては４番のところで触れますけれども、特定の教科で小学校に中学

校の一部の内容を指導するですとか、そういったところを柔軟にしやす

いというところがあります。 

それから、こちらは学校経営のところにもかかわりますけれども、副校

長を複数配置し、例えば、小学校前期課程の担当、中学校の担当、小中

連携の担当、校長は１名なんですけど、その下に３名の副校長で体制を

とっていく。教育活動をしっかり管理していくということがございま

す。 

あと、希望する小学校５、６年生には部活動の参加を推奨する、縦割り

のよさを充実させたりというところで、先ほどのご質問の中で課題とい

いますか、マイナス面のご指摘がありましたが、その中で今まで小中一

貫校ですね、施設一体のそういった学校で行っている学校の課題の種類

を見ますと、児童生徒の人間関係が固定化してしまうということも課題

となっております。１年生から中学校３年生まで同じ学校にいるという

ことで、どうしても人間関係が固まってしまうという課題があるんです

が、それにつきましても部活動を通していろいろな別のクラスの子ども

たちとかかわって、あと縦割りですね。中学校３年生から小学校１年

生、場合によっては１年生から６年生まで、そういったいろいろな形を

変えた縦割り班等を活用しながら、いろいろな人間関係が組めるような

形で行っていくということで、そういった課題は解消できるというふう

に思います。 

それから、運動会等の行事につきましては、先ほども６年生のリーダー

シップがなかなか６年生が中学校のほうとかかわるということで、小学

校の部分で発揮できないのではないかというお話がありましたが、この

あたりは柔軟に行事ごとに１年生から６年生まで行う行事、それから１

年生から４年生まで行うもの、５年生、６年生と中学校１年生が一緒に

なって行うものという形で、さまざまなスタイルの行事が行えるという

よさがありますので、そういったところで解消できるのかなというふう

に思います。 

あとは区切りを踏まえて適切な教育環境を整える、例えば、習熟度別学

習や異学年交流に適した教室、こちらのほうは建物の配置等にかかわっ
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てくる部分でございますが、こういった場を意図的につくっていくとい

うことで、さまざまなスタイルの学習が行われたり、行事が行われた

り、交流ができるというよさが取り入れられまして、先ほどのマイナス

面の課題の部分の解消につながるのではないかというふうに考えており

ます。 

それから、大きな４番としまして、教科担任制の、少し触れましたけれ

ども、５、６年生には教科担任制を取り入れていく。それから、カリキ

ュラムにつきましては、北区の小中一貫教育カリキュラムというのをど

のサブファミリーでもこちらのほうを使って小中一貫教育を行っており

ますので、こちらを軸としまして、そういった意味からもやはり６・３

制を基本として、ただ、その施設を一体化するということのよさにつき

ましては、他区で、他地区で行っているような４・３・２制のよさ、高

学年ですね、５、６年生が中学生と一緒に活動するとか、教室配置によ

って中学生の近くに教室を配置することで、中学校の生活に触れる機会

を多くするだとか、そういったところの移行期の部分をしっかりと生か

した４・３・２制のよさも取り入れられる部分ではないかと考えており

ます。 

それから、順番が前後してしまいましたが、白抜き数字の３番ですね。

資料の左側の分の下のほうです。特色ある教育活動の推進ということ

で、こちらについては社会に開かれた学校を目指すということから、現

在、この神谷のサブファミリーの各学校で行っていただいております体

験活動、体験学習の充実、それから防災訓練の充実、保護者や地域と連

携をした教育の充実、こちらのほうもそのまま引き継いで柱として据え

ることで、独自性を出して生きる力を育成していきたいと考えておりま

す。 

それから、もう１点大きな部分としては、コミュニティ・スクールとし

てスタートさせたいというような考えもございます。もちろん学校経営

のところに触れますが、教育内容に大きくかかわりますので、ここでご

説明に入れさせていただいております。 

なお、お手元の西ケ原小学校コミュニティ・スクールのこのカラーのリ

ーフレットをごらんください。こちら、１枚おめくりいただいて、左側

のページです。まず、「「コミュニティ・スクールが学校運営にかかわ

る」とはどういうことですか」という質問が、その答えのところに、コ

ミュニティ・スクールというのは、今まで学校が決めていた教育活動の

方向を保護者、それから地域、学校、この三者で学校運営協議会という

ものを設置して、その中で話し合って決めていくというのが大きな特徴

でございます。 

その下に、図としてコミュニティ・スクールのイメージがございます

が、具体的にはそのイメージの赤い部分、学校運営協議会のところから

矢印が幾つか出ているんですが、承認という矢印です。これが１点目、

学校長の学校運営の基本方針をしっかりと承認をする役割がございま

す。それから２つ目としましては、校長のほうに意見、それから教育委

員会のほうにも意見、矢印が２つ出ておりますけど、こちらは学校運営

や教育活動、それから教育委員会のほうには教職員の任用に関して意見

を述べることができるということがございます。 

最後、まとめさせていただきますけれども、１つ目は学校運営基本方針
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の承認、２つ目は学校運営や教育活動についての意見ができる、それか

ら３つ目としては教育委員会のほうに教職員任用に関して意見を述べる

というようなところがコミュニティ・スクールの特徴でございます。地

域に開かれた、社会に開かれた学校ということで、こちらのほう、導入

をしたいというふうに考えております。 

最後になりますが、白抜き数字の５番のところです。特別支援教育の充実

ということも取り入れていきたいというように考えております。こちらは

多様性を尊重する地域の学校という位置づけから、北区では、第３次北区

特別支援教育推進計画を策定しまして、それに基づいて小学校、中学校そ

れぞれの特別支援教育を実施しておるところでございますけれども、この

神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校におきましても特別支援教育

を、配慮が必要な児童生徒が学びやすい環境、それから児童生徒が互いに

認め合う価値を重視する、一人一人を大切に多様性を重視した学校教育を

行うということから、特別支援教室の設置も行っていきたいというふうに

考えております。 

私からの説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

ただいまご説明いただきましたコミュニティ・スクールですが、全体構

想の項目としては学校経営の中に分類されていますけれども、教育内容

にも深くかかわるということでご説明いただきました。 

それでは、ここで説明内容に対するご意見等をご自由に発言していただ

きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

確認ですけど、６・３制を基本ということで、上のほうにいわゆる中１

ギャップの緩和ってあるんですけど、小３ギャップのことは検討されたの

かどうか、それを排除した根拠をちょっと教えていただきたい。 

 

小５ギャップじゃなくて小３ギャップでございますか。 

 

小３とか小５、その辺のギャップがあると思うんです。 

 

まず、４・３・２のよさを取り入れた場合につきましては、５年生に

なったときにそういったギャップが生まれるという、品川区などではそ

ういう全校が４・３・２をとっていますので、４年生から５年生にかわ

るということで、教室の校舎も少しかわったりとか、場所もかわった

り、環境が若干変わる部分がありますので、小５ギャップというのがあ

るということは聞いてはおりますけれども、基本は６・３制をとるとい

うことで、その中で４・３・２制のよさを取り入れていくという考えで

ございますので、その小５ギャップにつきましては大きな課題にはなら

ないのかなというふうには捉えておりますけれども。 

 

４・３・２制のよさっていうのがどういうものがあるのか教えていた

だきたいんですけれども。 

 

４・３・２制のよさとしましては、６・３制の中での高学年の段階で
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すね、５、６年生が中学校１年生と常に一緒に活動をするというような

ところから、いわゆる先ほどから出ております中１ギャップの解消に大

いに効果があるというところが一番大きな特徴ではないかというように

考えています。 

 

何かもうちょっとご意見があれば。多分小学校の５年生とか６年生にな

って、体とか随分大きくなって、中学生的なことにもつながっていくんだ

けど、小学校の一つの学年ていうか学級の中にいるっていうのではなく

て、例えば、教科担任制でいろんな先生に習うとか、あるいは部活とかも

始めてみるとかっていう形で、中学校のよいところ、５、６年生の発達段

階に応じて中学校のよいところを導入することもできるっていうイメージ

だと思うんですけれどもね。 

 

自分たちは６・３制しか経験をしたことがないので、いまいちちょっ

と想像がつかないんですけれども、ここにも書いてあるように、リーダ

ー性の育成っていうのが、私の子どもも稲田小学校と神谷中学校で通っ

ていたんですけども、高学年になるにつれてすごく自分たちが今何をす

るべきかっていう自信をつけたりとか、自分たちで考えていくってい

う、高学年の動きっていうんですかね、そういうのを取り入れてリーダ

ーシップっていうのを体験できるような制度、６・３制にしろ、４・

３・２制にするにしろ、そういう経験がたくさんできる学校になってほ

しいなと思います。 

 

今の一体教育内容の５番目の特別支援教育の充実って、大変な必要とし

てる、どこの学校でもあると思うんです。現在、どこかの学校にあるもの

をこの神谷に持ってこようとしてるのか、あるいは神谷に新しいものをつ

くろうとしてるのか、そこだけちょっと教えてください。 

 

事務局でございます。現在の特別支援教育推進計画、第３次の計画を

検討しておりまして、その中でいろいろ検討させていただきたいと思っ

ています。現状としましては、特別支援教育、知的障害のあるお子さん

たちが固定学級で学んでいます。また、通常の学級にいる発達障害のお

子さん、ＬＤのお子さん、学習障害のお子さんなどもいらっしゃいます

が、そういうお子さんたちは通級指導学級というところで、例えば、言

葉の学級ですとか、あと中学校は通級指導、発達障害とか情緒障害のお

子さんが通う学級があります。また、全小学校では、特別支援教室の巡

回指導というものを昨年度から実施しておりまして、そこでは発達に課

題のある、発達障害のお子さんですとか、学習障害のお子さんが学校に

ある特別支援教室というところに週１回、そちらに通って、そこでその

お子さんに合った指導を受けているというような状況がございます。 

そういう特別支援教室の巡回指導を受けているお子さんが今大変ふえて

おります。ただ、週１回でなかなか改善が見込めないお子さんも出てき

てまいりますので、そういうお子さんたちへの対応をどうしていくのか

っていうところで新しい計画のところで検討をさせていただいている状

況でございます。 
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コミュニティ・スクールの件でちょっとお伺いしたいんですが、いわ

ゆる、今、各校で校長先生を中心にしてやられている学校評議員会って

いうのがあるんですけど、それにかわるものという認識でよろしいでし

ょうか。 

 

はい。学校評議員会、各学校で設置をされておりますけれども、内容に

ついては共通する部分ございますが、それに加えて、先ほど説明をさせて

いただいた３点ですね。学校、学校長の経営方針をしっかりと学校運営協

議会に示されて、それをみんなで承認をする。質問をしたり、ここはどう

なんですかというやりとりをして、最終的に承認していただく。それか

ら、学校運営や教育活動についての意見をしっかりといろいろまた意見交

換をしつつしていただく。それと、最大の大きな違いは、教職員の任用に

関して教育委員会のほうにも意見ができるというのが学校運営協議会の大

きな特色となっております。 

 

あともう一つ質問です。今、コミュニティ・スクール西ケ原ということ

でリーフレットありますが、この西ケ原の例でいきますと、年間、委員会

というのは何回程度の実施なんでしょうか。 

 

年間の回数にしましては４回実施しておりまして、この中の、北区で

はほかに田端小、赤羽台西小と全部で３校、今あるんですが、学校によ

って、例えば、道徳授業を地区公開講座に合わせたり、音楽会、学芸会

等の行事と組み合わせて実施をしたり、そういった教育活動を見ていた

だく場と合わせて、合計は４回行っております。 

 

ちょっと確認といいますか、６・３制が基本ということですけれど

も、公立校ではできないのかもしれないですけど、飛び級制とかってい

うのは考えてらっしゃるんでしょうか。 

それと、そういったことを含めて、例えば、海外との学校の交流で１年

とか２年、向こうの生徒を入れるとか、うちの生徒が行くとか、そうい

ったことも構想の中にはあるんでしょうか。 

 

今現在は、その２点につきましては構想の中に入っておりません。 

 

ご意見とすると、そういったことも進めたほうがいいっていうご意見で

すよね。 

 

私としてはそうしたことも視野の中には入れておいてほしいと。それが

選択肢の中に入るかどうかは次の段階だと思うんですけど。 

 

わかりました。視野には入れてほしいっていうご意見ですね。はい、

ありがとうございます。 

 

６・３制の基本のほうの中で、新しく小中校が一貫になった場合、校

長１名の副校長一応３名でやっていくっていうことですが、多分相当の

人数になると思うんですが、本当に３名の副校長だけで管理運営ができ
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るのかどうかということと、あとその下に希望する小学校５、６年生に

は部活動参加をということで書いてあります。これは中学の部活のほう

にも参加できるということでよろしいでしょうか。 

 

事務局でございます。副校長３名につきましては、こちら法的にもそ

のような位置づけが出ておりますので、３名で十分であるというふうに

考えております。 

もう１点の部活動につきましては、中学校で設置されている部活動に一

緒に参加をするということでございます。 

 

体力的にね、小学校５、６年、確かに体は大きい生徒もいますけど、本

当に中学校のほうの部活に入ってやっていくのもどうかと、ちょっと心配

は心配なんで。 

 

それはもっともなご意見ですので、ちょっとご検討いただいたほうがい

いと思います。 

 

部活の６年生を追加するの大賛成なんですが、対外的な競技がありま

すよね。そういうときにどういうふうに認め合っていくのか。ほかの北

区の中にはこういう例がないでしょうから、そこに５、６年生が中学生

の大会にも出られるような措置をしていくのかってことも含めてご検討

いただく必要があると思います。以上です。 

 

進行のことや何かについてもよろしいですか。こういうふうに今、一つ

一つを進行しながら質問等を受けていると、進行はずっとおくれるんじゃ

ないかと思っているんですよね。それで、あくまでもこれは役所のたたき

台というふうに考えてよろしいんですね。これでいくわけじゃないから、

それでいいですよね。 

 

大枠だけはちょっと確認させていただきたいと思っておりまして、細

かいところについてのご意見ももちろん重要なんですが。例えば、６・

３制でいくのかどうかとか、あるいはコミュニティ・スクールとしてい

いのかどうか、あるいは特別支援学級の設置についてはお認めいただか

ないとちょっと前に進まないので、そのあたりはちょっと確認させてい

ただきたいということなんですね。 

 

私の言いたいのは、そういうことであれば、これだけの皆さんが集まっ

ているんですから、先行きは分科会に発展させて、それぞれの専門の人が

集まって、それでここで発表するというような方向に持っていっていただ

いたほうが、何かばらばらな話になるような、今までがね、してるんで、

いかがなもんかと思っています。 

 

わかりました。 おっしゃるとおり、内容について逐一協議するって

いうのはこの全体構想のこの委員会の役割ではありませんので、ただ、

ご要望があれば、今回が教育内容についての審議の機会ですので、ご意

見をいただくという趣旨ですので、大きなところとしてはこの６・３制
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で基本でいくということと、コミュニティ・スクールでいくということ

と、それから特別支援学級を設置するという、この３つを最低限確認さ

せていただかないと、ちょっと各分科会に行ったときも議論が、スター

トラインが決まらないってことなので、そこら辺は確認させていただけ

ればありがたいんですけど。ご意見はおっしゃるとおりです。 

 

事務局です。今、委員からお話がありました分科会をつくってはどう

かというお話ですが、今回、全体構想は大枠で策定します。それで、先

ほど推進体制のところでご説明させていただきましたが、細かいところ

はそれぞれの検討委員会ですね、また皆さんに入っていただく場面も出

てきますので、そういったところで続けていただければというふうに考

えております。 

 

ＰＴＡのほうからのご意見ありましたように、やっぱり小学校のＰＴ

Ａからすると、６年生の特に上のほうですよね、のリーダーシップにつ

いてご心配があるっていうのはそのとおりですので、そういったことも

含めてあり方を検討していただくということでお願いしたいと思いま

す。 

それでは、先ほど申しました３点については、大枠お認めいただいたっ

てことでよろしいでしょうか。 

 

賛成です。 

 

ありがとうございます。それでは、教育内容については大枠お決めい

ただいたということで、続きまして、学校運営についてご協議お願いし

たいと思います。 

それでは、事務局のほうから説明お願いいたします。 

 

２  神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校「全体構想」について

（３）学校経営について 説明 

 

それでは、資料の７、神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の

「学校経営」についてをお開きください。 

学校経営に関する主な項目を掲載しております。初めに、左上の教職員体

制についてをごらんください。義務教育学校につきましては、国及び東京

都の基準に基づいて教職員が配置されます。管理職では、校長先生が１

名、副校長先生は小学校及び中学校の教育課程を管轄する副校長先生が各

１名ずつ、そして小・中の円滑な連携及び運営を図る副校長先生が１名の

計３名の副校長先生が配置されます。１人の校長先生のもとで副校長先生

と教職員が一体となって１年生から９年生までの児童生徒を途切れなく見

守り、学習面や生活面の指導を行います。１人の先生が１年生から９年生

の子どもたちの指導を行うことから、教員免許状は小・中学校の両方の免

許を持つ必要があります。ただし、当分の間はどちらかの免許を持ってい

ればよいということになっております。 

次に、その下、学校ファミリーについてです。施設一体型小中一貫校に

つきましては、他のサブファミリーとの調和を図るため、一つのサブフ
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ァミリーとして位置づけ、既存のサブファミリーの枠組みを継承いたし

ます。他のサブファミリーのパイロット校として、そこで得られた成果

を他のサブファミリーにつないでいきます。 

次に、通学区域についてです。恐れ入ります、次の資料８、通学区域に

ついてをごらんいただきたいと思います。北区では、地域の子どもは地

域で育てるという考え方に基づきまして、指定校制度及び通学区域制度

をとっております。施設一体型小中一貫校設置基本方針では、サブファ

ミリー内の小・中学校の通学区域を基本としつつ、施設一体型小中一貫

校であることを踏まえて、必要に応じてその区域を見直しますとしてお

ります。本日は、神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校設の通学

区域の変更案をお示しさせていただくものでございます。 

まず、左側の地図をごらんいただきたいと思います。現在の神谷中学校

を中心にして半径１キロを円であらわしております。稲田小学校及び神

谷小学校の通学区域は、この円の中に入りますので、施設一体型小中一

貫校までの通学距離が１キロを超える地域がないことが確認できます。 

次に、現状の指定校及び通学区域ですが、稲田小学校の通学区域は赤羽南

一丁目及び二丁目と、東十条五丁目及び六丁目で、茶色くなっている地域

でございます。次に神谷小学校の通学区域は神谷一丁目から三丁目で、水

色になっている地域となります。そして、神谷中学校の通学区域ですが、

赤い線で囲まれた東十条五丁目と六丁目及び神谷二丁目と三丁目となって

おります。こちらの地図にお示しのように、赤羽南一丁目及び二丁目は、

赤羽岩淵中学校が指定校で、神谷一丁目は王子桜中学校が指定校となって

いるのが現状です。 

右側の枠をごらんいただきたいと存じます。本日皆さんにお諮りする通

学区域の変更案となります。施設一体型小中一貫校の通学区域は、現神

谷中学校の通学区域に赤羽南一丁目と二丁目及び神谷一丁目の区域を組

み入れ、現神谷小学校と現稲田小学校の通学区域と一致をさせるという

ものです。なお、指定校変更につきましては、従来どおりの方法で行わ

せていただきます。 

参考といたしまして、右側に平成２８年度現在での今後５年間の児童数、

生徒数及び学級数の推移の推計を掲載しております。下の学級数をごらん

いただきますと、神谷中学校の学級数が５年後も各学年２学級で計６学級

となっています。よりよい教育環境の確保を図るには、各学年で３学級以

上が適切と考えております。 

恐れ入ります、資料７にお戻りください。資料右側の項目、校名、校

歌、校章等についてです。これらにつきましては、全体構想策定後に設

置いたします学校経営検討委員会において検討を進めていただきたいと

存じます。 

次に、ＰＴＡ活動についてです。小中一貫校については一つの学校として

教育活動に取り組むことを目的としているため、ＰＴＡ活動についても

小・中合同で活動するのが望ましいと考えますが、ＰＴＡ役員の方々の負

担増や小Ｐ連及び中Ｐ連との関係性が課題と考えています。 

恐れ入ります、少し資料戻りますが、資料３の全体構想の協議資料、こ

ちらの８ページをお開きいただきたいと思います。こちらに掲載してお

りますのは、義務教育学校におけるＰＴＡのあり方として２つの小中一

貫校の役員の配置状況をまとめています。それぞれ学年の区切りが違い
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ますが、左の日野学園はそれぞれの区切りから同数の役員を選出して会

長は１名です。右の霧が丘学園は学年の区切りを６・３の小学部、中学

部と分けて、それぞれから会長以下役員を同数選出しております。会長

は２名となります。 

ＰＴＡ組織についても今後、学校経営検討委員会で検討を進めていただき

たいと存じます。 

次に、資料のほうにまた、７にお戻りいただきたいと存じます。次に、地

域との連携についてです。既存校においても学校施設の施設開放を行って

いるところですが、施設一体型小中一貫校につきましては、音楽室等の特

別教室、体育館、武道場及び校庭等の区民や地域への開放をさらに推進い

たします。 

コミュニティ・スクールについては、先ほど教育内容のところで方針を

決めていただきました。ありがとうございました。 

防災ですが、周辺の北運動公園等の公共施設を考慮して、地域の防災拠

点となる避難所機能等が充実した施設としての学校整備をします。そし

て、神谷地域を含めた赤羽東地区の防災力の向上が図られるようにいた

します。 

ボランティア活動については、地域との連携強化を図るため、全小・中

学校で実施しています学校支援地域本部を設置して、学校ボランティア

活動を推進していきます。 

以上、神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の学校経営について

の説明とさせていただきます。 

 

学校経営ということで、副校長先生が３人というのは先ほどご説明あ

ったとおりなんですが、特に通学区域の変更案が出ていますので、この

あたり、あるいはＰＴＡのほうの活動についても今後検討が必要ですの

で、あるいはそれ以外でも構いませんので、ご意見があれは承りたいと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

通学区域について、これに拘束されるかどうか。神谷一丁目の方はか

なりこちらへ来るのに困難を来しております。そういう意味で、この一

丁目区域を組み入れると、やるとなると、いろんなケースが出てくるん

じゃないかなと考えております。 

現在も東十条ではいろんなところにかなり出ておりますので、その点を考

えていただければと思いますので、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

事務局でございます。今、ご案内のありました神谷一丁目ですね。こ

ちら環七で神谷地域がちょうど分断されておりまして、やはり児童の安

全という側面から、指定校変更という形で東十条小学校のほうに多くの

子どもたちが指定校変更しているところです。 

今回、この変更案ということでお示しさせていただいておりますとお

り、通学区域を変更させていただいた後もこの指定校変更の制度につい

ては今までどおり対応はさせていただきたいと。また、あわせまして、

できればやはりこちらの施設一体型小中一貫校に来ていただきたいとい

うことで、当然安全面ですね、交通安全につきましてはまたいろんな工

夫ができるというふうに思っています。こちらにつきましても今後の学
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校経営の検討委員会のほうで詳細については検討していただきたいとい

うふうに考えているところです。 

 

ＰＴＡ活動についてなんですけど、当然、今後話し合いをしていかな

ければいけない部分なのですが、現状において私の意見として言わせて

いただきますと、会長１人、いわゆる現状の会長の人数、役員の人数で

というのはちょっと無理だと思います。というのも、小学校、ここにも

書いてありますが、各ＰＴＡ連合の活動もありますし、そこら辺ですご

く負担がふえると思うんですね。ですから、６・３という意味でいえ

ば、同じ学校に会長が２人いるっていうのはちょっと変な話ではあるん

ですけど、そちらのほうがスムーズにいくんではないかなというふうに

思います。 

 

会長さん２人置けるかどうかちょっとあれですけども、２校分のＰＴ

Ａの役員の方はそろえていただかないと、小学校担当、中学校担当、そ

れぞれでそろえていただかないとＰＴＡ活動とすると難しいっていうこ

とですよね。 

 

無理ですね。 

 

はい、わかりました。というご意見です。 

 

防災に関してですけれども、この周辺の公共施設を考慮してってあり

ますけれども、この公共施設っていうのは北運動公園でしょうか、それ

ともいろんなケースがございますけれども、一応この周辺は、防災、震

災、風災とかいろいろございますけれども、そのときの避難場所として

は北運動公園が中心となっているんじゃないかと思うんです。その点の

考え、聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局でございます。一番大きなのはやはり北運動公園、こちらが大

きなところでございます。ただ、それ以外に新たにできました、例え

ば、赤羽体育館でありますとか、施設、この近隣でいきますと、赤羽体

育館ですね、で、北運動公園、この一帯を含めて防災機能の向上が図れ

るようにしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 

通学区域についてなんですが、現在、東十条五丁目と六丁目の方、今

回、小・中のほうに入るんですが、今現在は王子地区になっているんで

すよね。地域でいくと赤羽地域ではないんで、もしそういう形でいくん

であれば、今後、五丁目、六丁目の皆さんには赤羽地域のほうに加入と

いうか、そういう地域割ができるかどうかというので、検討してもらえ

ればなと思うんですけど。 

 

事務局でございます。やはり行政区域ということもございますので、課

題として受けとめさせていただければというふうに思います。 
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じゃあ、検討課題として記録させていただきたいと思います。 

 

教職員の免許のことでちょっとお伺いしたいんですが、最近の例で認定

こども園なんかできると保育園と幼稚園の先生がそれぞれ免許別なんで、

一定の期間、これと同じような経過措置をとってるんだと思うんですが、

どちらの免許を持っているか・・・・国の方針なんでしょうか。それで期

間はどのくらいまで認められるんでしょうか。学校ができた後、ずっとい

つまでもいいのか、どっかの区切りがあるのかっていうのをちょっと…

…。 

 

そのあたりにつきましては、まだ明確に何年間ということはまだ決まっ

てないところでございます。 

 

しばらくいいってことですね。 

 

はい。 

 

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。特に通学区域については、

小学校は同じ小学校に通っている子どもたちが同じ中学校に通うってい

うのはいいことですし、それからまた新しい校舎ですね、新築される

と、そこのほうに通いたいっていうお子さんも相当数いらっしゃると思

いますので、とりあえず区域をこうさせていただいて、ただ、先ほどお

っしゃったように、その地域の事情がありますので、指定校変更です

ね、特に安全面の問題で神谷中学校、今のここに通うことが難しいとい

うことになれば、指定校変更ということもあり得るということですの

で、その点は確認させていただいて、それでは、これはお認めいただい

たってことでよろしいでしょうか。 

はい、ありがとうございました。 

それでは、続きまして、学校施設の概要についてということで、これも

事務局から最初説明をお願いいたします。 

 

２  神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校「全体構想」について

（４）学校施設の概要ついて 説明 

 

それでは、事務局のほうから、資料９についてご説明をいたします。

この資料につきましては、タイトルが神谷中学校サブファミリー一体型

小中一貫校の施設の考え方についてということでつけられております

が、これは今前段でご議論いただきましたソフトについて、ある程度想

定をしてイメージとしてお示しをしてるものでございます。ですので、

今、現時点で確定してる考え方をお示ししてるものではないということ

をご承知おきいただければと思います。 

１番の施設構成のところでございますが、この施設構成は、基本的な学

校の諸室について記載をしているものでございます。一般的に学校の中

心的な施設としては、まず第一に普通教室が一定程度設けられると。こ

れ、今つい先ほど学区域についてのご議論をいただきましたが、当然、

学区域が決まって将来的な児童生徒数がこれぐらいになるという推測を
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して、それに足るだけの普通教室数を今後考えていくということになっ

てまいります。 

それから、加えまして、きょう、これもご議論いただきました特別支援

学級を設置するか否かについてもきょう、設置する方向でというような

一定の方向性をいただきましたので、これについても普通教室に加えて

特別支援学級のスペースも今後必要になってくると、そういうような形

でございます。 

それから、（２）番で、特別教室、これは理科室であるとか図工室である

とか、いわゆる専科の授業を行うスペースでございまして、下線をつけて

ありますのが小学校、中学校と６・３制をとる中でどういうような数と広

さのスペースを今後整備していくのかっていう考え方を特に整理する必要

がある部分を下線をつけさせていただいております。 

（３）番の多目的室とオープンスペースについては、お示しのように、習

熟度別の教育を行うための少人数教室であったり、新世代学習空間という

ような、これまでの既存校にはないようなスペースを新築校では考えてい

くことになります。また、加えまして、多目的室とありますのは、これは

将来的に児童の生徒数増に対応できるような多目的なスペースをどの程度

用意しておくかというのも今後、検討の課題となってございます。 

それから、（４）番、（５）番、（６）番とお示しのとおりのような施設

が学校には必要になってくるわけでございますが、この中で特に施設規模

として大きいのは、（５）番の体育施設、運動場、先ほどもご意見ありま

したが、一つの広い運動場、あるいは複数の運動場、体育館についても一

つの広い体育館あるいはサブアリーナ的なもの、このあたりが今後の検討

課題となってくるというところでございます。 

２番で主な施設について、現時点で想定されるソフトの方向性と一致さ

せた考え方を例示してございます。例えば、普通教室でございますが、

９年間の一体感を生み出す配置、動線を考えていくような必要がある

と。それから、小・中一体型の施設になりますので、小・中の６・３の

中で教室の増減が生じたときに、フレキシブルに用途が変えられるよう

な視点を持ってくると、教室の広さも一致させたほうがいいのではない

かというような課題も生まれてまいります。それから、特別教室につい

ては、先ほどもお話しさせていただいたように、教科担任制の導入を現

時点での小学校高学年にも導入するとなると、どれぐらいの特別教室の

スペースが必要になるのかというような視点がございます。それから、

図書館についても全ての児童生徒に対応したようなメディアセンターを

併設した充実したものが想定される。体育施設については、先ほどお話

ししたような考え方がございます。それから、管理諸室についても職員

室はかなり大きなスペースになります。小・中学校合わせた教職員が一

つのフロアで学校経営に当たると、あるいは子どもたちの指導に当たる

というような十分なスペースを確保していく必要があります。それか

ら、ＰＴＡ室についてもコミュニティ・スクール等を想定して、どのよ

うな会議室なり・・・が必要なのかということも今後検討していくこと

になります。 

それから、学校機能とはちょっと離れますが、右側に移りまして、安

全・防災についてということで、まずは子どもを見守る管理諸室の配

置、あるいは現在、今後議論になってまいります南側と北側の敷地をど
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ういうふうに使っていくのかということでは、子どもたちの移動を考え

るとここに何らかの渡り廊下等の設置が必要なのではないか。 

それから、（２）番のほうでは、学校を避難所として使うに当たって、

最近の改築校では備蓄倉庫であったり資機材倉庫、マンホールトイレ、

かまどベンチ、それから非常用の発電装置などが既に標準化をしてきて

おります。 

それから、もう少し広いエリアで４番のところで、地域の拠点としての

学校整備というところでは、さらに防災機能ということで、雨水流出抑

制の施設が学校と建設できないかとか、校庭を貯留施設として活用する

ことができないかとか、それから、隣接する公園あるいは道路を挟んだ

北運動場公園との広域的な防災拠点としての機能をどういうふうに今後

考えていけるのか。 

それから、地域環境という視点では、（２）番のところで生涯学習の活

動の場としてこの新しい小中一貫校、どのような機能を付加できるの

か、あるいは既存の学校設備を地域として有効に活用できるのかという

ようなことも今後、いろいろな場面で検討いただく課題だと思っており

ます。 

それから、最後にこれは学校をつくる際に緑化であるとか、あるいは環

境対策というようなことも当然設計の段階に入りまして、十分な検討が

必要というふうに考えております。 

右下のところに参考写真といたしまして、これは品川区の例で幾つかの

写真を載せさせていただいております。それからまた、本日席上配付さ

せていただきました品川区豊葉の杜学園というＡ３判の品川区の例示が

ございます。品川区では、これは私どものこれから考えてる学校の規模

とは若干違いますが、２５年の４月にこのような学校が開校してるとい

うことで、参考までに配らせていただきました。またその理念には、学

校の児童生徒数であるとか、あるいは先ほどソフトのほうでご説明をい

たしました１年から９年までがどのようなタイムスケジュールでこの小

中一貫校の中で活動していくのかというのをイメージしていただけるよ

うにということで、品川区の例を配付させていただきました。 

事務局からのご説明は以上でございます。 

 

本当に、多分すてきなきれいな学校が建って、子どもたちも楽しく活

動できるようになると思うんですけども、特別教室等で小・中重複とい

うことで、小・中重複を検討というふうに書かれているところが幾つか

あるんですけれども、今現在、神谷小学校、稲田小学校も小学校１年生

から音楽も図工も専科を充てておりまして、やはりそれが小中一貫にな

ったことによって１年生、２年生は担任にってなると、子どもたち、保

護者にとってみては非常に今まで専科の先生がやってくださっていて、

それなりの成果が、本当に大きな成果が上がっているのにっていうこと

になると、やっぱり小学校低学年から専科っていうふうになってきたと

きに、音楽室は絶対にどう考えても数が足りない。神谷小と稲田小が２

つの学校がくっついた段階でもう第２音楽室がなかったら時間割りが組

めないだろうなというふうに思われます。 

それから、理科室も本当に、今現在でも小学校の中で充てるのがきゅう

きゅうの時間になっていますので、やはり理科室もそれなりの数、２つ
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はないと無理なのかなというふうに思っています。 

それから、小学校、北区のほうは、１年生から英語活動、外国語活動や

っているわけなんですけども、外国語活動にはやっぱりたくさんの道具

が必要で、それらはやっぱり一つの教室に置いてあって、そこには画

面、音楽が出るものがあったり、画面が出るものがあったり、それから

いろんなカードが、ピクチャーカードがあっていろいろあってっていう

ふうにやっている部屋がありますので、今現在もそういうふうに英語活

動の部屋っていうのもありますので、やっぱり英語活動の部屋は絶対必

要かなとか思います。 

ですので、結構教室はもっとたくさん必要になってくるのかなというふ

うに感じております。ぜひ設計図立てるときには現場の声を聞いていた

だいて、建ってから足りなくなっちゃったってことがないようにしてい

ただけるとありがたいなと思います。以上です。 

 

施設の関連なんですけれども、今、神谷小学校、稲田小学校もそうな

んですけども、放課後子ども総合プランというのがございまして、私は

わくわく神谷ひろばということでスタートを切ってるんですね。これが

現在、北区のほかの学校でも言えることなんですけども、改めてそこの

学校内にそういうことで考えたわけじゃないんで、空き教室をそのまま

利用してるんですけども、実際問題としては今の児童館がわくわくのほ

うに随分移行してるような状況になってまして、そうしますと、そこの

施設そのものは今、私どもは神谷のほうやってるんですけども、現実に

は非常に教室が一つだけしかもらってない。ほとんど小学校のほうの、

言い方からすると、大変ご理解をいただける状況の中でやってるもんで

すから、ほかの教室を貸していただいて辛うじて、少しは、それでも１

教室に１２０人とか、もう小学校、子どもさんたちが遊びに来てて放課

後ずっとやってるっていうケースがございます。 

そういうことを考えたときに、改めてこの小中一貫校のときに放課後

の、今、やっている事業ですね、わくわく。このことも施設の中に勘案

して入れていただきたいなと。もちろん、運動場も含めてなんですけ

ど、要望したいと思います。 

 

事務局のほうから、現時点でお答えできる範囲で。今、小中一貫校の

必要な床面積として１万５，０００から１万６，０００というようなざ

っくりした数字を示させていただいておりますが、その中では、今、先

生のほうからご指摘あった十分な特別教室が検討、これからいろんなバ

リエーションで検討できる余裕、それからただいま一方で、放課後子ど

もプランのご心配がありましたか、放課後子どもプランも学童、それか

らわくわくとも十分なスペースの検討できるようなマックスの数字の中

で、さて、マックスの数字を使い切るのか、それともいろんな創意工夫

が活動の中で出てくるのか、まさにこれからの議論だと考えているとこ

ろでございます。 

 

そのあたりは資料の５だとどこら辺で検討するっていうことになるん

ですかね。これとは別に事務局のほうで検討されるってことになるんで

すかね。 
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主要な施設についての考え方、ご意見があれば、次回以降でぜひ主だっ

た意見はお出しいただければと思います。 

 

わかりました。ということなんで、特に学校のほうからはご要望等あ

ると思いますので、それをぜひこの会議のときにお伝えいただければと

いうふうに思います。 

 

すみません。すごく気になって、今のこの４の（２）の地域の拠点と

してというと、今、そういう議論だと思うんですけど、今の書き方だと

既存の学校の一部を貸し出しますみたいな、そういう表現しかなくて、

せっかく新しい学校を地域と一緒につくるっていうことであれば、何か

こう、新しい活動を生み出すような空間ていうか、そういうものの議論

がないと、これだけ集まって地域の方が来て、結局貸し出しをするだけ

なのかとか、運営に入ってくださいっていうだけなのかという気がしま

すが、ただ、そういう新しい学校って皆さん、あんまり見たこともない

し、ほかのどうなんだろうってイメージもしにくいと思うので、ちょっ

と事務局のほうで少しこういう、今の新しい学校っていうのはこういう

ふうに地域の人も学校の中に入って使ってるんですよとか、地域の活動

を学校という空間で新しく生み出してるんですよって、ちょっと例示的

に出していただかないと、多分既存の学校のイメージと大分違う形の学

校の使われ方をしていますので、ちょっとこれ要望というか、次回以

降、ぜひちょっとそういう例を出していただけないかなというふうに思

います。 

 

はい。次回までの宿題と受けとめさせていただきます。 

 

４の（３）で神谷地域の特色をできるだけ取り入れるといったことで

環境の面があるんですけど、神谷の清掃工場、できるかわかりませんけ

ど、廃熱利用とか、そういうことをちょっと検討して、可能であればっ

ていうことで技術的にはわかりませんので、そういう視点とか、今、国

産材の活用が推進されてますので、木のぬくもりを感じる学校にぜひし

ていただきたい。この２点だけ要望だけ。 

 

特別教室に関係するかもしれないんですが、最近、外国人の方がいっ

ぱいふえて日本語が話せないでコミュニケーションがとれないで困って

いるんですけども、そういった関係の特別教室というか、来てる子ども

たちの日本語教育もそうでしょうし、逆に我々が外国語を話す機会もあ

るかもしれないですけど、そういったことも今後は１０年とか２０年先

をにらむとそういったことも特別教室の中に想定しておかなきゃいけな

いんじゃないかと、ちょっと感じました。 

 

それは当然入ってこないといけない議論だと思いますので、今後のこと

を考えるとそういう観点は必要になると思いますので、ご検討いただきた

いと思います。 

 



 22

委 員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委 員 

 

 

座 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

座 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座 長 

 

 

 

 

主な施設のところ、図書館の欄にメディアセンターってあるんです

が、これは地域の活動拠点として十分な広さを確保するということでよ

ろしいんでしょうか。 

 

十分な広さを、どれぐらいが十分なのかっていうのはこれからご議論い

ただくところですけども、そういう視点で検討を進めてまいりたいと思い

ます。 

 

メディアというと、報道とかそういうんじゃなくって、地域の活動拠点

ということに使い……。 

 

メディアセンターのイメージですよね。地域の方々がどういうふうにそ

こを使えるのかどうか、そのあたりはいかがですか。 

 

これまで北区の学校の中では、図書室とかメディアセンターを地域に

開放した例はございませんが、今後、先ほど来出ている、地域の拠点と

なるような新しい取り組みっていう中では課題の一つとしてご議論なり

検討していただけたらと考えております。 

 

ちょっと８時半回ってしまいましたので、この議論は、先ほど副座長

からもお話ありましたように、これからの学校を考えたときに地域とど

ういうふうによい学校をつくっていくかっていう観点は重要ですので、

また次回にも引き続き検討させていただきたいというふうに思います。 

学校のほうからもいろいろご要望があれば、この会議で出してください

ってことですので、そういうご準備もお願いできればというふうに思い

ます。 

ということで、一応準備いたしました議題は以上なんですが、その他と

して特にご発言があればお願いしたいんですが、よろしいですか。 

じゃあ、次回についてになりますでしょうか、事務局のほうからお願い

します。 

 

事務局です。それでは、次回の日程を申し上げます。次回の協議会は、

１０月１１日水曜日に開会させていただきたいと存じます。時間は本日

と同じ午後７時になります。 

なお、場所につきましては、こちらの神谷ふれあい館があいておりませ

んでしたので、大変申しわけありませんが、赤羽会館の４階の大ホール

で開会させていただきたいと思います。 

開催通知につきましては、改めて文書でお送りいたします。また、ご本

人が出席できない場合は、代理の方にご出席いただいても結構です。 

以上でございます。 

 

ということで、１０月１１日水曜日、赤羽会館ということですので、ご

予定よろしくお願いいたします。 

ほかになければ、本日の協議会は以上で終了とさせていただきますけ

ど、副座長より閉会のご挨拶ということですので、よろしくお願いしま

す。 
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副座長 

 

きょうは皆さん、どうもありがとうございました。私も初めてでした

ので、若干背景にあることを少し、皆さんの言葉の後ろに少しずつ理解

をしているつもりです。 

まだ何かたくさん抽象的なことなので、私も気がついたらどんどん話が

進んでいってしまうような不安もありましたが、最後発言をさせていた

だきました。 

いずれにしてもまだまだ続きますけれども、きょうも長時間にわたりご

協力いただき、ありがとうございました。それでは、これで閉会をした

いと思います。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 



平成２９年８月８日 
神 谷 ふ れ あ い 館 
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小中連携教育 

小中一貫教育 

（学校ﾌｧﾐﾘｰを基盤） 

小中一貫校 

施設分離型 施設一体型 

定義 

児童・生徒、教員の

交流や合同の活動を

通して小中学校間の

円滑な接続を図るも

の。 

義務教育の小中学校

９年間を一貫した教

育課程のもとで教育

活動を行うもの。 

義務教育の小中学校

９年間を一貫した教

育課程と学校環境の

もとで、すべての教

育活動を行うもの。 

義務教育の小中学校

９年間を一貫した教

育課程と学校環境の

もとで、すべての教

育活動を行うもの。

目的 小中学校間の円滑な

接続 

小中の連続性ある一

貫した教育活動の充

実 

小中の連続性ある一

貫した教育活動の充

実 

小中の連続性ある一

貫した教育活動の充

実 

教育 

目標 

それぞれの学校の教

育目標。 

 

それぞれの学校の教

育目標。 

サブファミリー内で

共通に目指す子供像

をもつ。 

同一の教育目標 同一の教育目標 

教育 

課程 

(※注) 

６・３制のままで円

滑な接続を図る。 

９年間にわたる一貫

した教育課程。 

６・３制。 

９年間にわたる一貫

した教育課程。 

６・３制とは限らな

い。 

９年間にわたる一貫

した教育課程。 

６・３制とは限らな

い。 

学校 

経営 

小・中学校それぞれ

の経営 

小・中学校それぞれ

の経営 

一元的・一体的な学

校経営 

一元的・一体的な学

校経営 

校舎 分離型が多い 分離型 分離型 一体型 

児童 

生徒 

計画的に連携・交流

を行う。 

それぞれの学校で、

一貫した教育計画に

基づいて生活する。 

それぞれの学校で、

同一の教育目標に基

づいて生活する。 

学校生活をともにす

る。 

教職員 

それぞれの学校に籍

を置いたまま、互い

に連携・協力して、

児童・生徒の教育を

行う。 

それぞれの学校に籍

を置いたまま、互い

に連携・協力して、

児童・生徒の教育を

行う。 

一つの学校の一員と

して、児童・生徒の

教育にあたる。 

一つの学校の一員と

して、児童・生徒の

教育にあたる。 

１ 小中一貫教育の類型



2 
 

２ 23 区の小中一貫校設置状況 

                         平成 2８年３月現在 

区名 校数 校名 学年段階の区切り

港区 ２校 お台場学園、白金の丘学園 4・3・2 制 

品川区 ６校 
日野学園、伊藤学園、八潮学園、荏原

平塚学園、品川学園、豊葉の杜学園 
4・3・2 制 

渋谷区 １校 渋谷本町学園 4・3・2 制 

杉並区 １校 杉並和泉学園 ６・３制 

練馬区 １校 大泉桜学園 4・3・2 制 

足立区 ２校 興本扇学園、新田学園 4・3・2 制 

葛飾区 ２校 新小岩学園、高砂けやき学園 ６・３制 

※義務教育学校は品川区の６校 
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３ 中 1 ギャップの現状 

中 1 ギャップ 

 児童が、小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へう

まく適応できず、不登校等の問題行動につながっていく。 

 

(各種調査結果) 

◇ 「授業の理解度」「学校の楽しさ」「教科や活動の時間の好き嫌い」について、

中学生になると肯定的回答をする生徒の割合が下がる。 

◇ 「学習上の悩み」として「上手な勉強の仕方がわからない」と回答する児童

生徒数や、暴力行為の加害児童生徒数、いじめの認知件数、不登校児童生徒数

が中学校１年生になったときに大幅に増える。 
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中１ギャップの原因 

小学校から中学校に進学する際の接続が円滑なものとなっていないことが考

えられます。 

その背景として、例えば、 

 ＜学習指導面＞ 

◇ 小学校では学級担任制、中学校では教科担任制（授業形態の違い） 

◇ 各児童生徒の小学校時点における学習上の問題が中学校と十分共有されて

いない（学習上の問題の共有が不十分） 

＜生徒指導面＞ 

◇ 中学校は小学校と比較して生徒に課せられる規則が多く、小学校よりも規則

に基づいたより厳しい生徒指導がなされる傾向（生徒指導方法の違い） 

◇ 各児童生徒の小学校時点における生徒指導上の問題が中学校と十分に共有

されていない（生徒指導上の問題の共有が不十分） 

＜その他＞ 

◇上級生や教職員との人間関係も小・中学校間で違いがあるといった多様な背

景があります。 

（中央教育審議会初等中央教育分科会資料から） 
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４ 小中一貫教育の現状とメリット・デメリット 

小中一貫教育の現状 

「小中一貫教育等についての実態調査」の結果について 

平成 26 年７月に「小中一貫教育等についての実態調査」（文部科学省）が実

施され、全１２のサブファミリーから回答を得ました。 

設問は、「小中一貫教育のこれまでの成果」（43 項目）と「小中一貫教育の推

進に関する課題」（31 項目）に分かれております。 
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北区小中一貫教育における主な成果と課題については以下に示すとおりです。 

 

【成 果】 

・中学校への進学に不安を覚える児童が減少した。 

・いわゆる「中１ギャップ」が緩和された。 

・学習規律・生活規律の定着が進んだ。 

・予防的生徒指導等の取組が充実した。 

・教員の指導方法の改善意欲が高まった。 

・教員の教科指導力の向上につながった。 

 

 
【課 題】 

・年間行事予定の調整・共通化 

・小中の教職員間での打ち合わせ時間の確保 

・小中合同の研修時間の確保 

・教職員の負担感・多忙感の解消 

 

 この結果から、小中一貫教育に係わる時間の確保、教職員の負担の解消や不

均衡の是正、そして成果や課題の分析・評価手法などについて検討の余地があ

ることが認められます。 

施設一体型小中一貫校（義務教育学校）では、一人の校長先生の下、教職員

集団が一体となって学校運営に取り組みますので、これらの課題が解消される

と考えられます。 
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５ コミュニティースクール（学校運営協議会制度） 

 

コミュニティ・スクールには保護者や地域住民などから構成される「学校運

営協議会」が設けられ、学校運営の基本方針を承認したり、教育活動などにつ

いて意見を述べるといった取組がおこなわれます。 

  学校運営協議会の主な役割として、 

   ○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する 

   ○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる 

   ○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委

員会に意見が述べることができる 

の三つがあります。これらを通じて、保護者や地域の皆さんの意見を学校運営 

に反映させることができ、自分たちの力で学校をより良いものにしていこうと

する当事者意識が高まり、継続的・持続的に「地域とともにある、特色ある学

校づくり」を進めることができます。 

  コミュニティ・スクールは、「地域とともにある学校づくり」を進めるための

有効なツールです。 

 現在、北区では西ケ原小学校・田端小学校・赤羽台西小学校がコミュニティ

ースクールの指定を受けています。 
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６ PTA 組織 

  ＰＴＡは任意団体であることに鑑み、設置校の保護者や地域の意見を十分

に踏まえたうえで、施設一体型小中一貫校については、ひとつの学校として

教育活動に取り組むことを目的としているため、ＰＴＡ活動についても出来

る限り小・中が合同で活動することを検討します。併せて、小・中合同での

ＰＴＡ活動を支援するための環境整備を行います。 

 

 

義務教育学校におけるＰＴＡの在り方 

  

 

品川区立小中一貫校 日野学園 

  

学

校

名 

  

 

横浜市立義務教育学校 霧が丘学園 

    小学部：前期課程 １～６年生 中

学部：後期課程 ７～９年生 

  

品川区立小中一貫校日野学園ＰＴＡ 

  

Ｐ

Ｔ

Ａ 

  

横浜市立小中一貫校霧が丘小中学

校ＰＴＡ 

会長１ 1～9 年から 1 名選出 役

員 

（小学校・中学校ごとに役員選出）

初等部（1～4 年） 副会長２以上 

書記２以上  

会計 1 以上  

監査 1 

  小学校           会長１ 

副会長２以上 

書記２ 

会計２ 

中等部（5～7 年）  副会長２以上 

書記２以上 

会計 1 以上 

監査 1 

  中学校           会長１  

副会長２以上 

   書記２ 

  会計２ 

高等部（8～9 年）  副会長２以上 

書記２以上  

会計 1 以上  

監査 1 

  会計監査４以上

   計      副会長６以上 

書記６以上 

会計３以上 

  ※役員の兼任不可 
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７ 特別支援教育 

１ 現 状 

   特別支援教育には、通常の学級における支援と固定学級での支援がある

（表 1 参照）。それぞれ支援を必要とする児童・生徒の人数は増加し（グラ

フ２）、現在の支援体制ではなかなか課題の解消に結びつかない児童・生徒

もいる。 

（表 1）特別支援学級の設置状況（平成 29 年５月 1 日現在） 

 学級種別 障害種別 学校種別等 学級数 児童生徒数（人）

固定学級 知 的 障 害
小学校（9 校） 25 168

中学校（5 校） 13 95

通
常
の
学
級 

通級指導学級

難   聴 小学校 3 校（難聴

併設は 2 校） 

2 9

言 語 障 害 15 256

情緒障害等 中学校 2 校 9 80

特別支援教室 情緒障害等 小学校全校 440

 合計   64 1,049

 

〔 グ ラ フ ２ 〕 小 ・ 中 学 校 特 別 支 援 学 級 の 在 籍 児 童 ・ 生 徒 の 年 度 別 推 移 （ 各 年 度 ５ 月 １ 日 付 ）  

 
 

２ 課 題 

ア 特別支援学級（固定学級）の設置の検討 

イ 特別支援教室の対象児童数が増加への対応（対象児童の適切な選定、目標

の適切な設定、退級の考え方、効果が少ない児童への対応、巡回拠点の増設な

ど検討） 

ウ 自閉症・情緒障害学級の設置の検討 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

(人）
小・情緒

小・言語

小・知的

中・知的

中・情緒

小・難聴



 

 

中 1 ギャップの解消 

 

                    

 

  

学校ファミリーを基盤とした 

小中一貫教育の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設一体型小中一貫校 

 

 

 

 

 

成  果         他のサブファミリーにも成果を活用        

児童が、小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生

活へうまく 適応できず、不登校等の問題行動につながっている。 

○ 中１ギャップの原因 

＜学習指導面＞ 

◇ 小学校では学級担任制、中学校では教科担任制（授業形態の違い） 

◇ 各児童生徒の小学校時点における学習上の問題が中学校と十分共有さ

れていない。 

＜生徒指導面＞ 

◇ 中学校は小学校と比較して生徒に課せられる規則が多く、小学校よりも

規則に基づいたより厳しい生徒指導がなされる傾向（生徒指導方法の違

い） 

◇ 各児童生徒の小学校時点における生徒指導上の問題が中学校と十分に

共有されていない。 

・中 1 ギャップの緩和など生徒指導上の成果を上げる

・学習指導上の成果を上げる 

・9 年間を通して児童生徒を育てるという教職員の意

識改革 

（主な成果） 

・中学校への進学に不安を覚える児童が減少した 

・いわゆる「中１ギャップ」が緩和された 

・学習規律・生活規律の定着が進んだ 

・予防的生徒指導等の取組が充実した 

（主な課題） 

・小中の教職員間での打ち合わせ時間等の確保が困

難であること 

・教職員の負担感・多忙感が増加していることなど 

（北区小中一貫教育検証委員会報告書から）

・義務教育 9 年間を一貫した教育目標と教育環境のもとで、児童・生徒の発達段階に応じた切れ目のない学習指導、生活指導を実施する 

・施設一体型の利点を活かし、新たな取り組みに積極的にチャレンジして教育内容の充実を図る 

・その成果を、他のサブファミリーに活用する 

施設一体型小中一貫校の位置付け 

（中央教育審議会初等中等教育分科会資料から）

 

中 1 ギャップ 

資料４



 

推進体制及びスケジュールについて  
（１）施設一体型小中一貫校開校に向けて設置する検討組織 

全 

体 

構 

想 

（学校経営に関する検討組織） 

 小中一貫校学校経営検討委員会 

（教育内容に関する検討組織） 

 小中一貫校カリキュラム検討委員会 

（施設に関する検討組織） 

 小中一貫校新築基本計画等検討委員会 

小中一貫校新築基本設計ワークショップ 

（２）検討組織の所掌事項等 

組織名 主な検討事項 構成 

小中一貫校学校経営   
検討委員会 

○校名、校歌、校章等に関する 

 こと 

○教職員体制に関すること 

・校長及び副校長の配置 

・教職員の配置 

○ＰＴＡ活動に関すること 

・小中学校が合同で活動できる 

 ＰＴＡ活動  

・ＰＴＡ活動を支援するための 

 環境整備 

○地域との連携に関すること 

 ・コミュニティ・スクール 

 ・学校施設の地域開放 

○通学区域に関すること 

○その他学校経営に関すること 

【委員長】 

 自治会・町会長 

【委員】 

 各自治会・町会代表 

 各青少年地区委員会代表 

 小中学校ＰＴＡ代表 

 小中学校代表 

 区職員 

  

  

小中一貫校カリキュラム 
検討委員会 

 

○教育システムに関すること 

・学年段階の区切り 

・教科担任制 

○カリキュラムに関すること 

○部活動に関すること 

・５～６年生の部活動参加 

○学校行事に関すること 

・学校行事の実施方法 

○特別支援教室に関すること 

○その他教育委内容に関すること 

【委員長】 

 学識経験者 

【委員】 

 小中学校長会等 

小中一貫校新築基本計画
等検討委員会 

新築基本計画、基本設計及び実施

設計等に関すること 

【委員】 

 区職員 

小中一貫校新築基本設計
ワークショップ 

新築基本設計に関すること 【メンバー】 

 地域住民、ＰＴＡ、学校 

 職員等 

（３）各検討組織における検討スケジュール 

組織名 Ｈ３０年度 Ｈ３１年度 Ｈ３２年度 Ｈ３３年度 Ｈ３４年度 Ｈ３５年度 Ｈ３６年度 

学校経営検討   

委員会 
      

カリキュラム 

検討委員会 
      

新築基本計画等

検討委員会 
     運動場開設 

新築基本設計

ワークショップ 
      

新校開校 

校名、校歌、校章、教職員体制、ＰＴＡ活動等 

教育システム、カリキュラム、部活動、学校行事 

新築基本計画、基本設計、実施設計 

※年度については、現時点での予定です。 

（工事） 

資料５



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                    
 
 
 

 
〇学⼒調査の結果の向上  〇児童・⽣徒の学習意欲の向上  
〇中学校の専⾨性を⽣かした発展的指導や⼩学校のきめ細かな指導技術を

⽣かした補充指導の充実  
〇いじめや不登校、暴⼒⾏為の減少  〇規範意識の向上  

 

           

平成２５年度 

１２月   

神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の 「教育内容」 について 
平 成 ２ ９ 年 ８ 月 ８ 日 
 
第２回開校推進協議会  

北区教育委員会教育指導課 

          
９年間を通した切れ⽬のない⼀貫した指導

〇中学校への進学の不安解消  〇いわゆる「中１ギャップ」の緩和 
〇⼩・中学校の教職員間で協⼒して指導にあたる意識が⾼まる  〇⼩・中学校の教員間で

互いの良さを取り⼊れる意識が⾼まる  〇⼩・中学校共通で実践する取組が増える 

                    
 
●他⾃治体では４－３－２制、４－５制等様々あるが、児童・⽣徒のリーダー性の育成が課題  
 
 
 
◎ ６・３制は、転出⼊に柔軟に対応が可能 
◎ 他のサブファミリーと連携が取りやすい。 
◎ ⼩学校５・６年⽣は中学校と同様の５０分授業とし、特定の教科で⼩学校（前期課程）６年

⽣時に中学校（後期課程）の⼀部の内容を指導。中学校（後期課程）では⼩学校（前期課程）の
内容を⼿厚く補充指導 

◎ ⼩学校（前期課程）６年⽣の教室は中学校（後期課程）の教室の近くに配置 
◎ 副校⻑を複数配置し、例えば、⼩学校（前期課程）担当、中学校（後期課程）担当、⼩中連携

（前期・後期課程連携）担当など３名で教育活動をしっかり管理 
◎ 希望する⼩学校５・６年⽣には、部活動参加を推奨し、縦割りの良さを充実 
◎ 運動会等⾏事は、学校や地域の実情に合わせて、学年の区切りを変えて実施 
◎ 区切りを踏まえ、適切な教育環境を整える。例えば、習熟度別学習や異学年交流に適した

教室、⼩学校（前期課程）と中学校（後期課程）の体育が同時に実施できる体育館や運動場 

学年段階の区切り 

１ 

６・３制には、こんな良さがある

２ 

具体的に 

学習指導や⽣活指導では 

６・３制を基本 

小中一貫教育の推進【期待される効果】

                    
 
 
 

                    
 
 
 

 

＜北区⼩中⼀貫教育カリキュラムを軸＞ 
 北区教育委員会では、義務教育９年間にわたる⼀貫した教育課程と学校環境のもとで、
知・徳・体の調和のとれた児童・⽣徒を育成するため、北区⼩中⼀貫教育カリキュラムを
策定している。 
  
          １

年
⽣ 

２
年
⽣ 

４
年
⽣ 

５
年
⽣ 

６
年
⽣ 

３
年
⽣ 

７
年
⽣ 

８
年
⽣ 

９
年
⽣ 

具体的なものを通して考える時期 論理的 抽象的思考 
着実 ⾏ 時期 

繰り返しの学びで基礎・基本を 
徹底し、意欲的に学ぶ 

主体的に学ぶ 

学級担任制 
⼀部教科担任制 

教科担任制

⼩学校期（前期課程） 中学校期（後期課程）

移⾏期 

教科担任制等、カリキュラムについて ４

社会に開かれた学校を⽬指して ３ 特⾊ある教育活動の推進 

☆神⾕中学校地区の独⾃性を出し、⽣きる⼒を育成 
○農業体験学習（稲作）を軸にして、学ぶ意欲や知識・技能を兼ね備えた児童・⽣徒の育成
○総合防災避難訓練等を通して、的確な判断・⾏動ができる児童・⽣徒の育成 
○地域や保護者と連携し、コミュニケーション豊かな品格のある⼈間教育の実施 

☆コミュニティ・スクールとしてスタート 
○⼩中⼀貫校に⼀つの学校運営協議会を設置（今までは⼩学校、中学校に別々） 
○地域の思いや考えを教育活動に反映させるために、地域の⽅が学校運営に参画 
○保護者と地域も近くなる。

特別⽀援教育の充実 ５ 多様性を尊重する地域の学校

〈案〉特別⽀援学級の設置 障害に応じたきめ細かな指導の実現 
●配慮が必要な児童・⽣徒が学びやすい環境 
●住みよい、開かれた地域の実現のために、児童・⽣徒の、互いに認め合

う価値を重視する学校 
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神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の「学校経営」について  

教職員体制について 

ＰＴＡ活動について 

地域との連携について 

通学区域について 

   教職員については、国及び都の基準に基づき配置 

校長 

副校長 

校長 １名 

副校長 ３名 

 小学校教育課程を管轄する副校長 １名 

 中学校教育課程を管轄する副校長 １名 

 小中の円滑な連携及び運営を図る副校長 １名 

 小中一貫校については、ひとつの学校として教育活動に取り組むことを目的

としているため、ＰＴＡ活動についても小中合同で活動するのが望ましいが、

ＰＴＡ役員の負担増、小Ｐ連及び中Ｐ連との関係性が課題 

変更案 

・小中一貫校の通学区域は、現神谷中学校の通学区域に、赤羽南一丁目、赤羽南 

 二丁目、神谷一丁目の区域を組み入れ、現神谷小学校と現稲田小学校の通学区  

 域と一致 

・指定校変更は従来通り 

学校ファミリーについて 

 学校ファミリー構想のもと、小中一貫校を１つのサブファミリーに位置付け、

既存のサブファミリーの枠組みを継承 

校名・校歌・校章等について 

全体構想策定後に設置する「小中一貫校学校経営検討委員会」において検討 

施 設 開 放 

コミュニティ・スクール 

防 災 

ボランティア活動等 

 コミュニティ・スクールとして、地域の思いや考えを教育活動に反映 

 特別教室、体育館、武道場及び校庭等の区民・地域への開放を推進 

 周辺の公共施設を考慮し、地域の防災拠点となる避難所機能等が充実した施設

の整備 ⇒地域全体の防災力の向上 

 地域との連携強化を図るための学校支援地域本部の設置や学校支援ボランティ

ア活動等を推進 

教職員の免許 
小学校教諭及び中学校教諭両方の免許が必要（ただし、

当分の間は小学校教諭又は中学校教諭どちらかの免許を

持っていれば良い。） 

養護教諭  ２名 職員室 １室 

※ １人の校長の下、教職員が一体となって児童・生徒を学習面や生活面の指導   

  を行う。 

資料７



     通 学 区 域 に つ い て        
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「地域の子どもは地域で育てる」という考え方に基づき、指定校制度及び通学区域制度を堅持するとともに、設置対象と

なるサブファミリー内の小学校および中学校の通学区域を基本とし、小中一貫校であることを踏まえ、必要に応じてその

区域を見直します。                        （北区立施設一体型小中一貫校設置基本方針）

■児童数・生徒数■ 

■学級数■ 

通学区域変更案 

  施設一体型小中一貫校の通学区域は、現神谷中学校の通学区域に、赤羽南一

丁目、赤羽南二丁目、神谷一丁目の区域を組み入れ、現神谷小学校と現稲田小

学校の通学区域と一致させる。 

  なお、指定校変更は従来通りの方法で行う。 

赤羽岩淵中学校

赤羽南一丁目

赤羽南二丁目

神谷一丁目
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１ 施設構成  

 １）普通教室 

   開校時点における学区域内の児童生徒数（推計値）により教室数を決定 

 ２）特別教室 ※下線は小中重複を検討 

   理科室／図工室／美術室／技術室／音楽室／家庭科室／生活科室／図書館／和室 

 ３）多目的室・オープンスペース ※下線は小中重複を検討 

   少人数教室／新世代学習空間／多目的室／ランチルーム 

 ４）管理諸室 

職員室／保健室／調理室／相談室／事務室／会議室／受付／倉庫 等 

 ５）体育施設 

   運動場／体育館／武道場／プール 

 ６）その他 

   生徒会室／ＰＴＡ室／放送室／トイレ／更衣室／防災倉庫 等 

 

２ 主な施設について 

 ○普通教室 ⇒ ９年間の一体感を生み出す配置、動線の設定とする。また、学年間の増減 

に対応するため小学校、中学校とも同じ広さとする。 

 

 ○特別教室 ⇒ 各学年の利用頻度を考慮し、アクセスしやすい位置に配置する。また、相 

互乗り入れ授業や教科担任制の導入を考慮し、小学校と中学校で共用でき  

る特別教室の整備を検討する。 

 

 ○図書館  ⇒ 全ての児童生徒が利用しやすい位置とし、メディアセンターとして十分な 

広さを確保する。 

 

 ○体育施設 ⇒ 複数の学年、クラスの利用、小中合同の行事や部活動ができる十分な広さ 

        を確保する。また、児童生徒からアクセスしやすい位置に配置する。 

 

○管理諸室 ⇒ 校長・副校長のもと学習指導、生活指導にあたるため、職員室は１つに集 

約して整備する。また、保健室や相談室、倉庫などのスペースも小中一貫 

教育の効果を発揮するために十分な広さを確保する。 

 

○ＰＴＡ室 ⇒ コミュニティスクールを想定し、小中合同の学校運営に必要な会議室等 

を整備する。 

 

 

 

 

平成29年8月８日    

第２回開校推進協議会  

北区学校改築施設管理課 

 

３ 安全・防災について 

１）職員室等の管理諸室は児童・生徒を見守れる配置とし、運動場からの距離など緊急時 

  の対応に配慮した整備を行う。また、南北敷地の二つの施設間に渡り廊下を整備し、 

  円滑な動線を確保する。 

２）防災備蓄倉庫や防災資器材倉庫、マンホールトイレ、かまどベンチ、非常発電機など 

  を設置する。 

 

４ 地域拠点としての学校整備について 

１）雨水流出抑制施設や校庭貯留施設など災害を未然に防止する対策を検討するなど、 

 隣接する公園と一体的かつ広域的な防災拠点としての機能を整備する。 

２）学校を地域の生涯学習活動の場として捉え、体育館や特別教室は地域への貸出を想定 

した整備を行う。 

 ３）神谷地域の特色をできるだけ取り入れるとともに、緑化対策やエコスクールなど地域 

環境と調和した学校施設の整備を行う。 

 

●参考写真● （①②③は品川区立荏原平塚学園、④は品川区立豊葉の杜学園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①小中教職員を集約した職員室      ②児童生徒が利用しやすい図書館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③広々とした体育館           ④２つの棟を繋ぐ渡り廊下 

神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校の施設の考え方について 
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「小中一貫校開校推進協議会」報告会での質疑要旨 
  
【開催日時】 平成２９年７月１５日（土） 10：00～11：45 参加者１７名 
 
○＝質問 →＝回答 
○配置案は、もっともっと案があるのではないか。費用の問題、建設期間の問

題、アクセスの問題、安全の問題、コミュニケーションの問題があるが、よ

くわからない中でケース３になっている感じがする。 
  →もっといろんなバリエーションがあると思うが、与えられている条件と

して、学校の床面積が 15000 平米から 16000 平米、グラウンドが 8500
平米必要である。大雑把に四角を並べるような形で検討しているのが現

状である。建設コストは現時点では検討できていない。基本設計くらい

の段階でコストについて試算が決まる。 
○北運動公園は普通の日はほとんど使われていない。北運動公園に全部作れな

いか。現在の位置に神谷公園は残してほしい。公園を残す案はまだケースと

して考えられるのではないか。 
→神谷運動場は陸上競技場、サッカー等で使われているが、あれだけの広 

さの代替地はない。公園を残してほしいという意見は伺ってきた。北運 
動公園は一定の役割果たしている。小中一貫校を北運動公園に移すこと 
は当初から考えていなかった。 

○学校施設が 15000 平米から 16000 平米必要だという根拠をわかりやすく示し

てほしい。 
  →小学校が１８教室、中学校が９教室の場合、整備方針に当てはめると

15000 平米から 16000 平米必要になる。開校推進協議会で体育館やグラ

ウンドなどの主要施設の考え方を議論いただき、最終的に床面積がどれ

くらいになるのか決まる。 
○費用面について、どういう要素を盛り込んでケース３がいいということにな

ったか示してほしい。 
  →コストは検討していない。ただし学校を仮移転するコストが５億円程度

かかることは予想されるため、仮移転の有無という面からのメリットは

考慮している。 
○コストや比較について協議会にどこかのタイミングであげる予定はあるか。 
  →１１月くらいには一定の想定をして、建物の階数やセットバックした場

合などお示ししたい。その時点での概算は出せると考えている。 
○公園の利便性について、どういった点で利便性が向上するのか示してほしい 
  →公園についての考え方はまちづくり部が所管している。今後詳しく噛み

砕いて公園について説明できる機会を設けるよう相談したい。 
○現時点、今後を含めてケース３以外になる余地や可能性はあるのか。 
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  →教育委員会としてはケース３が一番ふさわしいと考えている。開校推進

協議会で様々な意見が出ると思うが、意見については真摯に受け止め、

対応する。 
○住民の意見を汲みとる場、意見を入れる場について、検討するとの回答をも

らっていたが、検討状況と進捗状況を確認したい。 
  →ここの学校が初になるが、近隣の何人かに設計を検討する場に入っても

らうやり方をしてみたいと考えている。ただ、その時点では、学校や公

園の位置が決まっていることが前提であり、こっち側に校舎が無い方が

いいというような議論は難しいと考えている。 
○小中一貫校は北区で初めてなので、今までのやり方にとらわれることなく、

きめ細かく丁寧にやっていただくことを強く要望したい。（要望のみ） 
○開校推進協議会の委員の方は教育や公共事業に関しては素人でもあるので、

ちゃんと理解できるような説明を丁寧にしてほしい。（要望のみ） 
○ケース３は、校舎がほかに比べるとそんなに大きくないイメージがある。今

後児童が増えた時にどう対応するのか。 
  →神谷地区で子どもの数は増えてくるが、増加に合わせても現状のボリュ

ーム、敷地があれば大丈夫と考えている。 
○一番優先順位を考えるのは子どもたちが教育を受けやすい、子ども視点を一

番にしていくべき。どのようなことが子どもにとってメリットなのか、もう

少しきめ細やかな検証がされるべき。（要望のみ） 
○計画は予定であり、あくまでも地域住民の利益、子どもの意見、子どもの環

境が大事だと思うので、変更もありうるという認識でよいのか。 
  →地域の方、子どもたちの教育環境等を考えながら進めていくことになる。

今年度全体構想が決まれば議会にお示しして、同意を得て、予算がつい

て進んでいく手順になる。できれば平成３５年度に開校したいと考えて

いる。 
○稲田小に通っている子どもは施設一体型になると通学距離が長くなるので、

子どもの事故に関することも考えていかなければならない 
 →小学生の通学距離は１キロを目安にしている。今回の場合１キロを超え 

ないことは確認している。交通指導員を配置するなど安全確認は当然行 
う。 

○地域のみんなが納得して、この学校ができてよかったというのが一番大事。

そういう視点に立って施設の配置計画なりを最初から見直してほしい。小中

学校のカリキュラムをうまくやるために、地域を犠牲にするのはやめてほし

い。（要望のみ） 
 
※質疑の全文については、北区のホームページに公開しています。 


